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は じ め に 

 

 
 

この度、生活保護法による指定医療機関として指定を受けていただき厚く御礼申し上

げます。 

 また、医療扶助の実施にあたっては、日頃から医療機関各位の積極的な御協力をいた

だいており、誠に感謝しております。 

 現在、本市におきましては、生活保護受給者のうち、８割を越える方が何らかの疾病

のため医療の給付を受けており、指定医療機関各位に診療をお願いしているところでご

ざいます。 

 生活保護法による医療扶助は、福祉事務所長が被保護者の診療を指定医療機関に委託

する方式をとっているため、他の保険と異なり一部煩雑な事務処理となっており、御迷

惑をおかけする点があろうかと存じます。 

 この冊子は、医療扶助制度のあらましについて説明したものですが、生活保護法の趣

旨をおくみ取りいただき、医療扶助の実施にあたりまして、今後ともより一層の御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 
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